
参考３ 

京都市無鄰菴等条例 

 

（設置） 

第１条 市民の文化の向上及び発展に資するため，文化財保護法第２７条第１項により指

定された重要文化財並びに同法第１０９条第１項の規定により指定された史跡及び名勝

（以下「重要文化財等」という。）を公開し，一般の観賞等の用に供するための施設（以下

「施設」という。）を設置する。 

２ 施設の名称及び位置は，別表第１のとおりとする。 

(事業) 

第２条 施設においては，次の事業を行う。 

(1) 重要文化財等を公開し，一般の観賞等の用に供する事業 

(2) 施設の特色をいかした文化財を身近に利用することができる機会の提供 

(3) 前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める事業 

 （指定管理者による管理） 

第３条 施設の管理は，地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者（以下「指

定管理者」という。）に行わせるものとする。 

２ 指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。 

(1) 前条各号に掲げる事業に係る業務 

(2) 施設の維持管理に係る業務 

(3) その他市長が必要と認める業務 

（供用時間及び供用しない日） 

第４条 施設の供用時間及び施設を供用しない日は，別表第２のとおりとする。ただし，

指定管理者は，必要があると認めるときは，市長の承認を得てこれを変更することができ

る。 

（入場料及び観覧料等） 

第５条 施設に入場しようとする者は，指定管理者に対し，入場料を支払わなければなら

ない。 

２ 入場料は，別表第３に掲げる額の範囲内において，指定管理者が市長の承認を得て定

めるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず，公益財団法人大学コンソーシアム京都の会員である大学の

学生（別に定める手続を行った者に限る。）の入場料の上限額は，１００円とする。 

４ 指定管理者は，特別の事業を実施するときは，その期間に限り，第１項の入場料のほ

か，観覧料その他の当該事業に関する施設の利用に係る料金（以下「観覧料等」という。）

を収受することができる。 

５ 観覧料は，前項の事業の内容を考慮して，その都度指定管理者が市長の承認を得て定



めるものとする。 

６ 第１項及び第４項の規定にかかわらず，学齢に達しない者については，入場料及び観

覧料等を収受しない。 

７ 第１項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者については，入場料を

収受しない。 

 

(1) 本市の区域内に住所を有し，又は本市の区域内に存する小学校（特別支援学校の小学

部及び小学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。）に在学する児童 

(2) 本市の区域内に住所を有し，又は本市の区域内に存する中学校（中等教育学校の前期

課程，特別支援学校の中学部及び中学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。）に在学す

る生徒 

(3) 本市の区域内に住所を有する７０歳以上の者 

(4) 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により精神障害者保

健福祉手帳の交付を受けている者 

(6) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者 

(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第２条第３項の規定により被爆者健康手帳

の交付を受けている者 

(8) 戦傷病者特別援護法第４条第１項又は第２項の規定により戦傷病者手帳の交付を受け

ている者 

(9) 本市が経営する自動車運送事業及び鉄道事業の管理者の定めるところにより福祉乗車

証の交付を受けている者 

(10) 第４号から前号までに掲げる者（第４号に掲げる者にあっては，介護保険法第１９条

第１項に規定する要介護認定又は同条第２項に規定する要支援認定を受けた者に限る。以

下「身体障害者等」という。）の介護者（指定管理者が身体障害者等の障害又は傷病の程度

に照らして必要があると認める場合を除き，身体障害者等１人につき１人に限る。） 

（利用の許可） 

第６条 別表第４に掲げる施設（以下「貸出施設」という。）を利用しようとするものは，

指定管理者の許可を受けなければならない。 

（利用制限） 

第７条 指定管理者は，次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，施設の利用を制

限し，又は利用の許可を取り消すことができる。 

(1) 他の利用者に迷惑を掛け，又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。 

(2) 管理上支障があるとき。 

（利用料金） 

第８条 利用の許可を受けたもの（以下「利用者」という。）は，指定管理者に対し，その



利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を支払わなければならない。 

２ 利用料金は，別表第４に掲げる額の範囲内において，指定管理者が市長の承認を得て

定めるものとする。 

（入場料等の還付） 

第９条 既に支払われた入場料，観覧料及び利用料金（以下「入場料等」という。）は，還

付しない。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，この限りでない。 

（入場料等の減免） 

第１０条 指定管理者は，市長が特別の理由があると認めるときは，入場料等を減額し，

又は免除することができる。 

（特別の設備） 

第１１条 利用者は，利用しようとする貸出施設に特別の設備をしようとするときは，指

定管理者の許可を受けなければならない。 

２ 指定管理者は，管理上必要があると認めるときは，利用者の負担において，必要な設

備をさせ，又は必要な措置を講じさせることができる。 

（地位の譲渡等の禁止） 

第１２条 利用者は，その地位を譲渡し，又は他人に利用させることができない。 

（原状回復） 

第１３条 利用者は，貸出施設の利用を終了し，又は利用の許可の取消しを受けたときは，

速やかに原状に復して指定管理者の検査を受けなければならない。 

（委任） 

第１４条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し

必要な事項は，市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，市規則で定める日から施行する。 

（平成２５年５月３１日規則第１４号で平成２５年６月１日から施行） 

附 則（平成２５年１１月１１日条例第２２号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２５日条例第１１６号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前の申請に係る使用料については，なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。 



⑴ 附則第２項から５項までの規定 公布の日 

⑵ 第１条の規定 平成２８年４月１日 

⑶ 第２条の規定 平成２８年１０月１日 

  （準備行為） 

２ 無鄰菴及び岩倉具視幽棲旧宅の利用に係る料金の承認の申請その他地方自治法第２４

４条の２第３項に規定する指定管理者に無鄰菴及び岩倉具視幽棲旧宅の管理を行わせるた

めに必要な準備は，第１条の規定の施行前においても行うことができる。 

３ 利用の許可の申請その他旧三井家下鴨別邸を供用するために必要な準備行為は，第２

条の規定の施行前においても行うことができる。 

（経過措置） 

４ 第 1 条の規定の施行前に附則別表の左欄に掲げるこの条例による改正前の京都市無鄰

菴及び岩倉具視幽棲旧宅条例（以下「改正前の条例」という。）の規定による許可の申請を

行ったものであって，この条例の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは，

同表の右欄に掲げるこの条例による改正後の京都市無鄰菴及び岩倉具視幽棲旧宅条例（以

下「改正後の条例」という。）の規定による許可の申請を行ったものとみなす。 

５ 第１条の規定の施行前に附則別表の左欄に掲げる改正前の条例の規定による許可を受

けたものは，同表の右欄に掲げる改正後の条例の規定による許可を受けたものとみなす。 

附則別表 

第4条 第6条 

第9条第1項 第11条第1項 

 

別表第１（第１条関係） 

名 称 位 置 

無 鄰 菴京都市左京区南禅寺草川町31番地 

岩倉具視幽棲旧宅 京都市左京区岩倉上蔵町100番地

旧三井家下鴨別邸 
京都市左京区下鴨宮河町 58 番地の 2 

 

別表第２（第４条関係） 

名称 供用時間 供用しない日 

無 鄰 菴

午前9時から

午後5時まで 

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで 

岩倉具視幽棲旧

宅 

水曜日（水曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日（以下「休日」

という。）に当たるときは，その日後最初に到来する休日でない日）並

びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで 

旧三井家下鴨

別邸 

水曜日（水曜日が休日に当たるときは，その日後最初に到来する休日で

ない日）及び 12 月 29 日から同月 31 日まで 



 

別表第３（第５条関係） 

区分 入場料（1人につき） 

無 鄰 菴
円 

410 

岩倉具視

幽棲旧宅 

一 般 300 

小 学 校 の 児 童 100 

中学校及び高等学校

の生徒並びに高等専

門学校の学生 

200 

旧 三 井 家 下 鴨 別 邸 410 

備考 「一般」とは，小学校の児童，中学校及び高等学校（中等教育学校の後期課程，特

別支援学校の高等部，専修学校の高等課程及び高等学校に相当する各種学校を含む。）の生

徒並びに高等専門学校の学生以外の者をいう。 

 

別表第４（第６条及び第８条関係） 

区分 
利用料金 

午前 午後 全日 

無 鄰 菴
母 屋 の 2 階 円 

 3,080 

円

 3,600 

円

5,140 茶 室

旧三井家

下鴨別邸 

主

屋 

の

２

階 

座 敷 5,100  6,000 8,600 

居 室 2,100 2,400 3,400 

茶 の 間 1,200 1,400 1,900 

茶 室 5,100 6,000 8,600 

備考１ 「午前」とは午前９時から正午までを，「午後」とは正午から午後５時までを，「全

日」とは午前９時から午後５時までをいう。 

２ 供用時間の変更に伴い，利用時間の区分を変更する場合の利用料金の上限額は，この

表に掲げる額との均衡を考慮して，その都度別に定める。 


